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 第 10 編 道路編

第 1章 道路改良 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、道路工事における道路土工、工場製作工、地盤改良工、法面工、軽量盛土工、

擁壁工、石・ブロック積（張）工、カルバート工、排水構造物工（小型水路工）、落石雪

害防止工、遮音壁工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用する｡ 

2. 適用規定(1) 

道路土工、構造物撤去工、仮設工は、第 1編第 2章第 4節 道路土工、第 3編第 2章第

9節 構造物撤去工、第 10節 仮設工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木

工事共通編の規定による。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

地盤工学会        グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 （平成 24年 5月） 

日本道路協会    道路土工要綱 （平成 21年 6月） 

日本道路協会    道路土工－切土工・斜面安定工指針 （平成 21年 6月） 

日本道路協会    道路土工－盛土工指針                      （平成 22年 4月）  

日本道路協会    道路土工－擁壁工指針                       （平成 24年 7月）  

日本道路協会    道路土工－カルバート工指針     （平成 22年 3月） 

日本道路協会    道路土工－仮設構造物工指針  （平成 11年 3月） 

全国特定法面保護協会  のり枠工の設計・施工指針   （平成 25年 10月） 

日本道路協会    落石対策便覧 （平成 12年 6月） 

日本道路協会    鋼道路橋防食便覧 （平成 26年 3月） 

土木研究センター  ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル  

（平成 25年 12月） 

土木研究センター  補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュアル  

（平成 26 年 8月） 

土木研究センター   多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル  

（平成 26 年 8 月） 

日本道路協会      道路防雪便覧 （平成 2年 5月） 

日本建設機械化協会  除雪・防雪ハンドブック（除雪編） （平成 16年 12月） 

日本建設機械化協会  除雪・防雪ハンドブック（防雪編） （平成 16年 12月） 
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第 5節 法面工 

10-1-5-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工

その他これらに類する工種について定める。 

2. 適用規定 

受注者は法面の施工にあたって、「道路土工―切土工・斜面安定工指針 のり面工編、

斜面安定工編」（日本道路協会、平成 21年 6月）、「道路土工―盛土工指針 5-6盛土の

り面の施工」（日本道路協会、平成 22年 4月）、「のり枠工の設計・施工指針第 8章吹

付枠工、第 9章プレキャスト枠工、第 10章現場打ちコンクリート枠工、第 11章中詰工」

（全国特定法面保護協会、平成 25年 10月）及び「グラウンドアンカー設計・施工基準、

同解説第 7章 施工」（地盤工学会、平成 24年 5月）の規定による。これ以外の施工方法

による場合は、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

10-1-5-2 植生工 

植生工の施工については、第 3編 3-2-14-2植生工の規定による。 

10-1-5-3 法面吹付工 

法面吹付工の施工については、第 3編 3-2-14-3吹付工の規定による。 

10-1-5-4 法枠工 

法枠工の施工については、第 3編 3-2-14-4法枠工の規定による。 

10-1-5-5 法面施肥工 

法面施肥工の施工については、第 3編 3-2-14-5法面施肥工の規定による。 

10-1-5-6 アンカー工 

アンカー工の施工については、第 3編 3-2-14-6アンカー工の規定による。 

10-1-5-7 かご工 

かご工の施工については、第 3編 3-2-14-7かご工の規定による。 

 

第 6節 軽量盛土工  

10-1-6-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

10-1-6-2 軽量盛土工  

軽量盛土工の施工については、第 3編 3-2-11-2軽量盛土工の規定による。 

 

第 7節 擁壁工 

10-1-7-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、擁壁工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、現場打

擁壁工、プレキャスト擁壁工、補強土壁工、井桁ブロック工その他これらに類する工種

について定める。 

2. 適用規定 

受注者は、擁壁工の施工にあたっては、「道路土工―擁壁工指針 5-11・6-10施工一般」

（日本道路協会、平成 24年 7月）及び「土木構造物標準設計 第 2巻解説書 4．3施工上

【技企第 1100号 平成 27年 7月 1日付 改定】 
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第 2章 舗 装 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、道路工事における道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、縁石工、踏

掛版工、防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工、道路付属施設工、橋梁付属物工、仮

設工、その他これらに類する工種について適用する。 

2. 適用規定(1) 

道路土工、地盤改良工、仮設工は、第 1編第 2章第 4節 道路土工、第 3編第 2章第 7

節 地盤改良工及び第 10節 仮設工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木

工事共通編の規定による。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説             （平成 4年 12月） 

日本道路協会 道路土工要綱                   （平成 21年 6月） 

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説                    （昭和 63年 12月） 

日本道路協会 舗装再生便覧                      （平成 22年 11月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧                          （平成 19年 6月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説                （平成 19年 10月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説                 （昭和 59年 10月） 

日本道路協会 道路反射鏡設置指針                         （昭和 55年 12月） 

国土交通省   防護柵の設置基準の改定について                （平成 16年 3月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説              （平成 20年 1月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説                   （昭和 62年 1月） 

日本道路協会 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説      （昭和 60年 9月） 

日本道路協会 道路橋床版防水便覧                  （平成 19年 3月） 

建設省       道路附属物の基礎について               （昭和 50年 7月） 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧（平成 8年度版）        （平成 8年 10月） 

日本道路協会 舗装施工便覧                     （平成 18年 2月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説          （平成 13年 9月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針                     （平成 18年 2月） 

日本道路協会 舗装設計便覧                      （平成 18年 2月） 

土木学会     舗装標準示方書                （平成 19年 3月） 

 

【技企第 1100号 平成 27年 7月 1日付 改定】 
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2. 支柱設置穴を掘削して設置する場合 

受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を

建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。 

3. コンクリートの中に支柱を設置する場合 

受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中にボックス

ビームを設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるときまたは、位置が明示

されていない場合、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。 

4. ボックスビームの取付け 

受注者は、ボックスビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端の小口

が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。 

10-2-8-6 車止めポスト工 

1. 車止めポストの設置  

受注者は、車止めポストを設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときま

たは、位置が明示されていない場合には、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。 

2. 施工上の注意 

受注者は、車止めポストの施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させないよ

うにするとともに既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。 

10-2-8-7 防護柵基礎工 

1. 適用規定 

防護柵基礎工の施工については、第 1編第 3章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 

2. 防護柵基礎工の施工 

受注者は、防護柵基礎工の施工にあたっては、支持力が均等となるように、かつ不陸を

生じないようにしなければならない。 

 

第 9節 標識工 

10-2-9-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、標識工として小型標識工、大型標識工その他これらに類する工種について定める。 

2. 異常時の処置 

受注者は、設計図書により標識を設置しなければならないが、障害物がある場合などは、

速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して、監督員と協議しなければならない。 

3. 適用規定 

受注者は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・同解説第 4章基礎及び施工」

（日本道路協会、昭和 62年 1月）の規定、「道路土工要綱 第 5章施工計画」（日本道

路協会、平成 21年 6月）の規定、第 3編 3-2-3-6小型標識工、3-2-3-3作業土工（床掘

り・埋戻し）、3-2-10-5 土留・仮締切工の規定、及び「道路標識ハンドブック」（全国

道路標識・標示業協会、平成 25年 2月）による。これにより難い場合は、監督員の承諾

を得なければならない。 

【技企第 1100号 平成 27年 7月 1日付 改定】 
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第 3章 橋梁下部 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、軽量盛土工、橋台

工、RC 橋脚工、鋼製橋脚工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、擁壁護岸工、仮設

工その他これらに類する工種について適用する。 

2. 適用規定(1) 

道路土工、仮設工は、第 1編第 2章第 4節 道路土工、第 3編第 2章第 10節 仮設工の

規定による。 

3. 適用規定(2) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木

工事共通編の規定による。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編  Ⅱ鋼橋編）     （平成 24年 3月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編  Ⅳ下部構造編）（平成 24年 3月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）          （平成 24年 3月）  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧                      （昭和 60年 2月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧                                （平成 16年 4月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧                          （平成 26年 3月） 

日本道路協会 道路橋補修便覧                      （昭和 54年 2月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧                      （平成 19年 1月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧                      （平成 19年 1月） 

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧                 （平成 9年 12月） 

日本道路協会 道路土工要綱                                  （平成 21年 6月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針                   （平成 24年 7月） 

日本道路協会 道路土工-カルバート工指針                     （平成 22年 3月） 

日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針                     （平成 11年 3月） 

 

第 3節 工場製作工 

10-3-3-1 一般事項 

1. 適用工種  

本節は、工場製作工として、刃口金物製作工、鋼製橋脚製作工、アンカーフレーム製作

工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。 

 

【技企第 1100号 平成 27年 7月 1日付 改定】 
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第 4章 鋼橋上部 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、

床版工、橋梁付属物工、歩道橋本体工、鋼橋足場等設置工、仮設工その他これらに類する

工種について適用する。 

2. 適用規定(1) 

仮設工は、第 3編第 2章第 10節 仮設工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木

工事共通編の規定による。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会  道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編）     （平成 24年 3月） 

日本道路協会  道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）           （平成 24年 3月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧                            （昭和 60年 2月） 

日本道路協会 鋼道路橋設計便覧                        （昭和 55年 8月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧                                （平成 16年 4月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧                           （平成 26年 3月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説                 （平成 19年 10月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説                      （平成 20年 1月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説                  （昭和 54年 1月） 

日本道路協会 鋼道路橋の細部構造に関する資料集               （平成 3年 7月） 

日本道路協会 道路橋床版防水便覧                            （平成 19年 3月） 

日本道路協会 鋼道路橋の疲労設計指針                         （平成 14年 3月） 

 

第 3節 工場製作工 

10-4-3-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、工場製作工として桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装

置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、橋梁用高欄製作工、横断歩道橋製作

工、鋳造費、アンカーフレーム製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定

める。 

2. 施工計画書 

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければなら

【技企第 1100号 平成 27年 7月 1日付 改定】 
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図 10-6-1 覆工厚変化箇所の刻示標準図 

 

 

10-6-5-2 材 料 

1. 防水工に使用する防水シート 

防水工に使用する防水シートは、設計図書によらなければならない。 

2. 防水工に使用する透水性緩衝材 

防水工に使用する透水性緩衝材は、設計図書によらなければならない。 

3. 覆工コンクリートに使用するコンクリートの規格 

覆工コンクリートに使用するコンクリートの規格は、設計図書によらなければならない。 

10-6-5-3 覆工コンクリート工 

1. 運搬機械 

受注者は、トラックミキサーまたはアジテーター付き運搬機を用いてコンクリートを運

搬するものとする。これ以外の場合は、異物の混入、コンクリートの材料分離が生じない

方法としなければならない。 

2. コンクリートの打込み 

受注者は、コンクリートの打込みにあたり、コンクリートが分離を起こさないように施

工するものとし、左右対称に水平に打設し、型枠に偏圧を与えないようにしなければなら

ない。 

3. コンクリートの締固め 

受注者は、コンクリートの締固めにあたっては、棒状バイブレータを用い、打込み後速

やかに締固めなければならない。ただし、棒状バイブレータの使用が困難で、かつ型枠に

近い場所には型枠バイブレータを使用して確実に締め固めなければならない。 

4. 新旧コンクリートの密着 

受注者は、レイタンス等を取り除くために覆工コンクリートの打継目を十分清掃し、新

旧コンクリートの密着を図らなければならない。 
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第 8章 鋼製シェッド 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、鋼製シェッド工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、鋼製シェ

ッド下部工、鋼製シェッド上部工、シェッド付属物工、仮設工その他これらに類する工種

について適用する。 

2. 適用規定(1) 

道路土工は、第 1編第 2章第 4節 道路土工、仮設工は、第 3編第 2章第 10節 仮設工

の規定による。 

3. 適用規定(2) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木

工事共通編の規定による。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編  Ⅱ鋼橋編）    （平成 24年 3月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編  Ⅳ下部構造編）（平成 24年 3月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）          （平成 24年 3月）  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧                              （昭和 60年 2月）  

日本道路協会 鋼道路橋設計便覧                             （昭和 55年 9月）  

日本道路協会 道路橋支承便覧                                （平成 16年 4月）   

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧                           （平成 26年 3月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説                 （昭和 54年 1月） 

日本道路協会 鋼道路橋の細部構造に関する資料集               （平成 3年 7月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧                                （平成 19年 1月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧                                （平成 19年 1月） 

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（防雪編）       （平成 16年 12月） 

日本道路協会 道路土工要綱                                  （平成 21年 6月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針                          （平成 24年 7月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針                     （平成 22年 3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針                     （平成 11年 3月）  

日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧                  （平成 24年 4月） 

日本道路協会 落石対策便覧                                  （平成 12年 6月） 

日本道路協会 道路防雪便覧                                   （平成 2年 5月） 
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表 10-14-2 素地調整程度と作業内容 

 素地調整 

程度 

錆面積 塗膜異常 

面積 

作業内容 作業方法 

１種 － － 錆、旧塗膜を完全に除去し鋼

材面を露出させる。 

ブラスト法 

２種 30％以上 － 旧塗膜、錆を除去し鋼材面を

露出させる。 

ただし、錆面積 30％以下で旧

塗膜がＢ、ｂ塗装系の場合は

ジンクプライマーやジンクリ

ッチペイントを残し、他の旧

塗膜を全面除去する。 

ディスクサン

ダー、ワイヤホ

イルなどの電

動工具と手工

具との併用、ブ

ラスト法 

３種Ａ 15～30％ 30％以上 活膜は残すが、それ以外の不

良部（錆、割れ、ふくれ）は

除去する。 

同上 

３種Ｂ 5～15％ 15～30％ 同上 同上 

３種Ｃ 5％以下 5～15％ 同上 同上 

４種 － 5％以下 粉化物、汚れなどを除去する。 同上 

 

 

2. 塩分の付着水洗い 

受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他

臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量

の測定を行い NaClが 50mg/m2以上の時は水洗いする。 

3. 下塗 

受注者は、素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を確認したうえで下塗

りを施工しなければならない。 

4. 中塗り、上塗りの施工 

中塗り、上塗りの施工については、第 3編 3-2-3-33現場塗装工の規定による。 

5. 施工管理の記録 

施工管理の記録については、第 3編 3-2-3-33現場塗装工の規定による。 

10-14-17-4 道路付属構造物塗装工 

付属物塗装工の施工については、第 10編 10-14-17-3橋梁塗装工の規定による。 

10-14-17-5 張紙防止塗装工 

1. 素地調整 

素地調整については、第 10編 10-14-17-3橋梁塗装工の規定による。 

2. 使用する塗料の塗装禁止条件 

受注者は、使用する塗料の塗装禁止条件については、設計図書によらなければならない。 
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11. 交通安全 

受注者は、除雪工の施工については、一般交通、歩行者等の安全に十分注意しなければ

ならない。 

10-15-3-2 材 料 

受注者は、支給品以外の凍結防止剤を使用する場合は、凍結防止工に使用する凍結防止

剤については、施工前に監督員に品質を証明する資料の確認を受けなければならない。 

10-15-3-3 一般除雪工 

受注者は、一般除雪工を実施する時期、箇所、施工方法について、監督員の指示を受け

なければならない。 

10-15-3-4 運搬除雪工 

1. 一般事項 

運搬除雪工を実施する時期、箇所、施工方法は、監督員の指示によるものとする。 

2. 雪捨場所及び雪捨場所の整理等 

受注者は、運搬除雪工における雪捨場所及び雪捨場所の整理等について、現地の状況に

より設計図書に定められた雪捨場所及び雪捨場所の整理等に支障がある場合は、設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。 

10-15-3-5 凍結防止工 

1. 一般事項 

受注者は、凍結防止剤の散布については、実施する時期、箇所、方法、散布量について、

監督員の指示を受けなければならない。 

2. 飛散防止 

受注者は、凍結防止剤の散布については、一般通行車両等へ凍結防止剤が飛び散らない

ようにしなければならない。 

3. 固形式凍結防止剤の散布 

受注者は、散布車両により固形式の凍結防止剤を散布した場合は、作業終了時にホッパ

内に固形剤を残さないようにするものとし、防錆のため水洗い乾燥をしなければならない。 

4. 凍結防止剤の保管等 

受注者は、凍結防止剤の保管等については、「除雪・防雪ハンドブック（除雪編）8.5.8

貯蔵及び積み込み」（日本建設機械化協会、平成 16年 12月）の規定による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

5. 凍結防止剤の使用量の確認方法 

凍結防止剤の使用量の確認方法は、設計図書または監督員の指示によるものとする。 

10-15-3-6 歩道除雪工 

1. 一般事項 

受注者は、歩道除雪工を実施する時期、箇所、施工方法について、監督員の指示を受け

るものとする。 

2. 適用規定 

受注者は、クローラ・ハンドガイド式除雪車により施工を行う場合は、「歩道除雪機安

全対策指針（案）」を参考とする。 
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第 16章 道路修繕 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、舗装工、排水構造

物工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工、道路付属施設工、軽量盛土工、

擁壁工、石・ブロック積（張）工、カルバート工、法面工、落石雪害防止工、橋梁床版工、

鋼桁工、橋梁支承工、橋梁付属物工、横断歩道橋工、橋脚巻立て工、現場塗装工、トンネ

ル工、構造物撤去工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。 

2. 適用規定(1) 

道路土工は第 1編第 2章第 4節 道路土工、構造物撤去工は第 3編第 2章第 9節 構造物

撤去工、仮設工は第 3編第 2章第 10節 仮設工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

本章に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木工事

共通編及び本編第 1章～11章の規定による。 

4. 道路修繕の施工 

受注者は、道路修繕の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良

好な状態に保つようにしなければならない。 

5. 臨機の措置 

受注者は、工事区間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の措置を行う必要がある場

合は、第 1編総則 1-1-1-41臨機の措置の規定に基づき処置しなければならない。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路維持修繕要綱 （昭和 53年 7月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 （平成 26年 3月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧                           （平成 19年 6月） 

日本道路協会 舗装再生便覧                                  （平成 22年 11月） 

日本道路協会 道路橋補修便覧                        （昭和 54年 2月） 

日本道路協会 舗装施工便覧 （平成 18年 2月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 （平成 13年 9月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針 （平成 18年 2月） 

日本道路協会 舗装設計便覧 （平成 18年 2月） 
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第 16節 カルバート工 

10-16-16-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、カルバート工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打函渠工、プレキャス

トカルバート工、防水工その他これらに類する工種について定める。 

2. 適用規定 

受注者は、カルバートの施工にあたっては、「道路土工-カルバート工指針 7-1基本方

針」（日本道路協会、平成 22年 3月）及び「道路土工要綱 2-6構造物の排水施設の設計、

2-7 排水施設の施工」（日本道路協会、平成 21 年 6 月）の規定による。これにより難い

場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

3. カルバート 

本節でいうカルバートとは、地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボックスカルバート

及びパイプカルバート（遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）、プレストレストコン

クリート管（PC管））をいうものとする。 

10-16-16-2 材 料 

受注者は、プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は設計図書によるものとす

るが、記載なき場合、「道路土工－カルバート工指針 4-4使用材料、4-5許容応力度」（日

本道路協会、平成 22年 3月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得

なければならない。 

10-16-16-3 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第 3編 3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

10-16-16-4 場所打函渠工 

場所打函渠工の施工については、第 10編 10-1-9-6場所打函渠工の規定による。 

10-16-16-5 プレキャストカルバート工 

プレキャストカルバート工の施工については、第 3編 3-2-3-30プレキャストカルバー

ト工の規定による。 

10-16-16-6 防水工 

防水工の施工については、第 10編 10-1-9-8防水工の規定による。 

 

第 17節 法面工 

10-16-17-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工

その他これらに類する工種について定める。 

2. 適用規定 

法面の施工にあたって、「道路土工―切土工・斜面安定工指針 のり面工編、斜面安定

工編」（日本道路協会、平成 21年 6月）、「道路土工―盛土工指針 5-6盛土のり面の施

工」（日本道路協会、平成 22年 4月）、「のり枠工の設計・施工指針第 8章 吹付枠工、

第 9章 プレキャスト枠工、第 10章 現場打ちコンクリート枠工、第 11章中詰工」（全国

特定法面保護協会、平成 25年 10月）及び「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説
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第 7章 施工」（地盤工学会、平成 24年 5月）の規定による。これ以外の施工方法による

場合は、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

10-16-17-2 植生工 

植生工の施工については、第 3編 3-2-14-2植生工の規定による。 

10-16-17-3 法面吹付工 

法面吹付工の施工については、第 3編 3-2-14-3吹付工の規定による。 

10-16-17-4 法枠工 

法枠工の施工については、第 3編 3-2-14-4法枠工の規定による。 

10-16-17-5 法面施肥工 

法面施肥工の施工については、第 3編 3-2-14-5法面施肥工の規定による。 

10-16-17-6 アンカー工 

アンカー工の施工については、第 3編 3-2-14-6アンカー工の規定による。 

10-16-17-7 かご工 

かご工の施工については、第 3編 3-2-14-7かご工の規定による。 

 

第 18節 落石雪害防止工 

10-16-18-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、落石雪害防止工として作業土工（床掘り・埋戻し）、落石防止網工、落石防護

柵工、防雪柵工、雪崩予防柵工その他これらに類する工種について定める。 

2. 落石雪害防止工の施工 

受注者は、落石雪害防止工の施工に際して、斜面内の浮石、転石があり危険と予測され

た場合、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合、

応急措置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に連絡しなければならない。 

3. 新たな落石箇所発見時の処置 

受注者は、工事着手前及び工事中に設計図書に示すほかに、当該斜面内において新たな

落石箇所を発見した場合には、直ちに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

10-16-18-2 材 料 

受注者は、落石雪害防止工の施工に使用する材料で、設計図書に記載のないものについ

ては、設計図書に関して監督員に協議し承諾を得なければならない。 

10-16-18-3 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第 3編 3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

10-16-18-4 落石防止網工 

落石防止網工の施工については、第 10編 10-1-11-4落石防止網工の規定による。 

10-16-18-5 落石防護柵工 

落石防護柵工の施工については、第 10編 10-1-11-5落石防護柵工の規定による。 

10-16-18-6 防雪柵工 

防雪柵工の施工については、第 10編 10-1-11-6防雪柵工の規定による。 

10-16-18-7 雪崩予防柵工 

雪崩予防柵工の施工については、第 10編 10-1-11-7雪崩予防柵工の規定による。 
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